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質 問 事 項  質 問 要 旨 指定答弁者 

１．図書館運営は

直営を維持せ

よ 

 社会教育課は、令和６年９月２６日に開かれた第３回 

図書館協議会において、「社会教育課としては指定管理者

制度の導入が最適」との考えを結論として示した。 

これを踏まえて以下大きく２点伺う。 

（１）令和６年３月１９日の図書館協議会で配布された 

会議資料（図表資料）に関連し、以下４点伺う。 

①プランＡの図書館の委託料は４８００万円となって

いるが、想定している職員数は、フルタイム５人・  

パートタイム１３人の合計１８人で合っているか。 

②プランＣの図書館の委託料（指定管理料）は、プラン

Ａよりも１９００万円高い６７００万円となって 

いるが、想定している職員数は２３人とみてよいか。 

③プランＡ・Ｂ・Ｃのサービス水準は、ほぼ同程度なの

か。もし違いがあるのであれば、その内容も明らかに。 

④図表資料の「指定管理図書館一覧（埼玉県内）をみる

と、指定管理を導入している県内１６図書館の委託料

は１館当たり平均で約１億９３７０万円余りとなり、

職員１人当たり換算で約５２９万円である。これに 

対し、町の想定する委託料（指定管理料）は６７００

万円で県平均の３分の１、職員１人当たり換算額は 

約２９１万円で、県平均の約半分である。これで図書

館協議会が答申したサービスを提供できるのか。 
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（２）これまで図書館協議会で交わされてきた「図書館の

運営方法について」の議論を踏まえ、以下４点伺う。 

①指定管理に移行した場合、仕様書あるいは要求水準書

以外のサービスやこれを超える水準のサービスには、

誰がどのように対応するのか。 

②指定管理に移行した場合、これまで以上に厳格なモニ

タリングを実施して、サービス水準の維持・向上に 

努めなければならないが、今後５年後・１０年後、  

図書館運営に直接携わり業務に精通した職員が減少

し、やがて消滅していく中で、モニタリングの質を 

どうやって担保するのか。 

③指定管理の契約期間は５年である。５年後に人件費等

の上昇等により指定管理料が上がった場合、予算を 

確保できる保障はあるのか。 

また、５年後に予算上や運営上の問題が生じるなど

して、指定管理を直営に戻すとなった場合、町に図書

館を運営できるだけのノウハウは残っているのか。 

④１０月３１日の第４回図書館協議会では、「協議会 

として指定管理への移行が望ましい」とする採決が 

なされた。議長を除く７人の委員中３人もの委員が 

欠席する中での採決は、いくら会則で認められている

からといっても強引に過ぎるのではないか。欠席した

委員からは委任状などはとってあったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


